
 第２回柏崎市環境審議会  

資 料 ４ -２  

新 潟 県 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト 実 施 及 び 補 助 金 交 付 要 綱  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 本 市 が 掲 げ る 低 炭 素 社 会 を 目 指 す エ ネ ル ギ ー と

環 境 の ま ち の 実 現 の た め 、 市 内 の 事 業 者 が 地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進

及 び 経 済 の 活 性 化 を 目 的 と し て 実 施 す る 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ

ク ト （ 以 下 「 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト 」 と い う 。 ） の 実 施 に つ い て

必 要 な 事 項 を 定 め る も の と し 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 行 う Ｅ Ｃ Ｏ

２ プ ロ ジ ェ ク ト 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。 ） の 交 付 に 関 し

て は 、 新 潟 県 柏 崎 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ５ ０ 年 規 則 第 ２ ９ 号 ）

の 定 め に よ る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各

号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 ⑴  事 業 者  本 市 に 事 務 所 若 し く は 事 業 所 を 有 す る 法 人 又 は 個 人 事

業 主  

 ⑵  Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト  Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト 参 加 登 録 事 業 者 （ 以

下 「 登 録 事 業 者 」 と い う 。 ） に よ る 別 表 第 １ に 掲 げ る 行 動 に 対 し 、

付 与 さ れ る ポ イ ン ト を い う 。  

 （ Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト の 参 加 登 録 ）  

第 ３ 条  Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト の 趣 旨 に 賛 同 す る 事 業 者 は 、 柏 崎 市 Ｅ

Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト 参 加 登 録 申 請 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 。 以 下 こ の

項 に お い て 「 申 請 書 」 と い う 。 ） を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。

た だ し 、 柏 崎 市 Ｌ Ｅ Ｄ 等 省 エ ネ 設 備 導 入 促 進 支 援 補 助 金 （ 以 下

「 省 エ ネ 補 助 金 」 と い う 。 ） の 交 付 申 請 書 を も っ て 参 加 登 録 を 申

請 す る 事 業 者 に あ っ て は 、 申 請 書 の 提 出 を 要 し な い も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 申 請 が あ っ た と き は 、 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ

ロ ジ ェ ク ト 参 加 登 録 証 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） を 交 付 す る も の と す る 。  

 （ Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト の 交 付 対 象 行 動 等 ）  

第 ４ 条  Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト の 対 象 行 動 及 び ポ イ ン ト 数 は 、 別 表 第 １ に

掲 げ る と お り と す る 。  

２  Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト は 、 登 録 事 業 者 に よ る 前 項 の 対 象 行 動 の 取 組 実

績 に 対 し て 付 与 す る 。  



 

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日 以 後 に 前 条 第 １ 項 た

だ し 書 の 規 定 に よ り 参 加 登 録 を し た 事 業 者 に 対 す る Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ

ジ ェ ク ト へ の 参 加 登 録 の ポ イ ン ト 付 与 、 環 境 経 営 シ ス テ ム の 取 得

の ポ イ ン ト 付 与 及 び 柏 崎 市 リ サ イ ク ル 協 力 店 の 認 定 の ポ イ ン ト 付

与 並 び に 当 該 事 業 者 を 新 規 登 録 者 と し て 紹 介 し た 場 合 の 他 事 業 者

へ の ポ イ ン ト 付 与 は 、 行 わ な い も の と す る 。  

４  令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日 以 後 に 前 条 第 １ 項 本 文 の 規 定 に よ り 参 加 登 録 を

し た 事 業 者 が 、 登 録 後 に 省 エ ネ 補 助 金 の 交 付 を 申 請 し た 場 合 は 、

当 該 登 録 日 か ら 省 エ ネ 補 助 金 の 交 付 を 申 請 し た 日 ま で の 間 に 当 該

事 業 者 に 対 し て 付 与 さ れ た Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト へ の 参 加 登 録 の

ポ イ ン ト 、 環 境 経 営 シ ス テ ム の 取 得 の ポ イ ン ト 及 び 柏 崎 市 リ サ イ

ク ル 協 力 店 の 認 定 の ポ イ ン ト 並 び に 当 該 事 業 者 を 新 規 登 録 者 と し

て 紹 介 し た 場 合 に 他 事 業 者 に 付 与 さ れ た ポ イ ン ト は 、 全 て 失 効 す

る も の と す る 。  

５  第 １ 項 の 対 象 行 動 に よ る Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト の 有 効 期 限 は 、 Ｅ Ｃ Ｏ

２ ポ イ ン ト を 付 与 さ れ た 日 か ら 起 算 し て 付 与 さ れ た 日 の 属 す る 年

度 の ３ 年 後 の 年 度 の 末 日 ま で と す る 。  

６  Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト は 、 登 録 事 業 者 間 に お い て 譲 渡 す る こ と が で き

る も の と し 、 譲 渡 を 行 お う と す る 登 録 事 業 者 は 、 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２

ポ イ ン ト 譲 渡 届 出 書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） を 市 長 に 提 出 す る も の と

す る 。  

７  前 項 の 譲 渡 に よ る Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト の 有 効 期 限 は 、 Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ

ン ト を 譲 渡 さ れ た 日 か ら 譲 渡 さ れ た 日 の 属 す る 年 度 の 末 日 ま で と

す る 。  

 （ 補 助 金 の 対 象 物 品 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 対 象 と な る 物 品 は 、 別 表 第 ２ に 掲 げ る 設 備 等 及 び 別

表 ３ に 掲 げ る 消 耗 品 等 （ 以 下 「 対 象 物 品 」 と い う 。 ） と す る 。  

２  対 象 物 品 の 購 入 に 係 る 請 負 者 は 、 市 内 に 事 業 所 を 有 す る 者 に 限 る 。  

 （ 補 助 金 の 交 付 ）  

第 ６ 条  登 録 事 業 者 は 、 対 象 物 品 を 購 入 し た と き は 、 当 該 購 入 に 係 る

経 費 （ 運 搬 費 、 据 付 費 等 を 含 み 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す

る 額 を 除 く 。 以 下 「 対 象 経 費 」 と い う 。 ） に つ い て 、 購 入 し た 日



 

の 属 す る 年 度 の 末 日 ま で に 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト 補 助 金 交

付 申 請 書 兼 実 績 報 告 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） に よ り 、 当 該 申 請 時 点

で 保 有 す る Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト の 合 計 数 に １ 円 を 乗 じ た 額 （ 当 該 購

入 に 対 す る 他 の 補 助 金 等 の 申 請 が あ る 場 合 は 、 対 象 経 費 か ら 当 該

他 の 補 助 金 等 の 額 を 除 い た 額 ） を 補 助 金 と し て 市 長 に 申 請 で き る

も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を 受 理 し た と き は 、 内 容 を 審 査 の

上 、 交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定 し 、 そ の 旨 を 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ

ロ ジ ェ ク ト 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 兼 確 定 通 知 書 （ 別 記 第 ５ 号 様 式 ）

に よ り 、 当 該 申 請 書 を 提 出 し た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 財 産 処 分 の 制 限 等 ）  

第 ７ 条  登 録 事 業 者 は 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 別 表 第 ２ に 掲 げ る 設 備

等 を 処 分 制 限 期 間 （ 減 価 償 却 資 産 の 耐 用 年 数 等 に 関 す る 省 令 （ 昭

和 ４ ０ 年 大 蔵 省 令 第 １ ５ 号 ） で 定 め る 期 間 ） 、 点 検 及 び 必 要 な 整

備 を す る な ど 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 管 理 す る と と も に 、 補

助 金 の 交 付 の 目 的 に 反 し て 使 用 し 、 譲 渡 し 、 交 換 し 、 又 は 担 保 に

供 し て は な ら な い 。 た だ し 、 市 内 の 公 共 施 設 等 に 寄 付 す る と き 又

は 市 長 が 特 に 認 め る と き は こ の 限 り で な い 。  

 （ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 ８ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 登 録 事 業 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る と き は 、 交 付 を 受 け た 補 助 金 を 返 還 し な け れ ば な ら な い 。

⑴  別 表 第 １ に 掲 げ る 対 象 行 動 及 び 対 象 物 品 の 内 容 が こ れ に 付 し た    

条 件 に 適 合 し な い と 認 め ら れ る と き 。  

 ⑵  令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日 以 後 に 第 ３ 条 第 １ 項 本 文 の 規 定 に よ り 参 加 登

録 を し た 事 業 者 が 自 ら に 付 与 さ れ た Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト へ の 参

加 登 録 の ポ イ ン ト 、 環 境 経 営 シ ス テ ム の 取 得 の ポ イ ン ト 及 び 柏 崎

市 リ サ イ ク ル 協 力 店 の 認 定 の ポ イ ン ト に 基 づ き 第 ６ 条 の 規 定 に よ

る 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 後 、 省 エ ネ 補 助 金 の 交 付 を 申 請 し た と き

又 は 当 該 事 業 者 を 新 規 登 録 者 と し て 紹 介 し た 場 合 に ポ イ ン ト を 付

与 さ れ た 他 事 業 者 が 当 該 ポ イ ン ト に 基 づ き 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 補

助 金 の 交 付 を 受 け た 後 、 省 エ ネ 補 助 金 の 交 付 を 申 請 し た と き 。  

 （ 外 部 委 員 会 の 設 置 ）  

javascript:void:(0);


 

第 ９ 条  市 長 は 、 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト の 円 滑 な 実 施 の た め 、 柏 崎 市

環 境 審 議 会 内 に 外 部 委 員 会 を 設 置 す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定

め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 現 に 廃 止 前 の 新 潟 県 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ

ク ト 実 施 要 綱 （ 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 告 示 第 ４ ７ 号 ） の 規 定 に よ り さ れ

て い る 事 業 者 の 参 加 登 録 及 び Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト の 付 与 に つ い て は 、

こ の 要 綱 の 規 定 に よ り さ れ た も の と み な す 。  

 （ 失 効 ）  

３  こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し 、

補 助 金 の 申 請 に つ い て は 令 和 １ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 、 当 該 申

請 に 係 る 補 助 金 の 支 払 に つ い て は 令 和 １ １ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間

は 、 廃 止 後 の 新 潟 県 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト 実 施 及 び 補 助 金

交 付 要 綱 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 １ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 日 前 に 既 に な さ れ た 手 続 及 び 提 出 さ れ た 申

請 書 等 は 、 そ れ ぞ れ こ の 要 綱 の 規 定 に よ っ て な さ れ た 手 続 又 は

提 出 さ れ た 申 請 書 等 と み な す 。  



 

３  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 現 に 残 存 す る 申 請 書 等 は 、 当 分 の 間 、 そ

の ま ま 使 用 し 、 又 は 所 要 の 修 正 を 加 え て 使 用 す る こ と が で き る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 現 に 廃 止 前 の 新 潟 県 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ

ク ト 実 施 要 綱 （ 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 告 示 第 ４ ７ 号 ） の 規 定 に よ り さ れ

て い る 事 業 者 の 参 加 登 録 及 び Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト の 付 与 に つ い て は 、

こ の 要 綱 の 規 定 に よ り さ れ た も の と み な す 。  

  附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 １ １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

別 表 第 １ （ 第 ４ 条 関 係 ）  

 対象行動 該当ポイント 

ＥＣＯ２プロジェクトへの参加登録 ５，０００ポイント 

環境経営システムの取得 ５０，０００ポイント 

新規登録事業者の紹介 １事業者につき５，０００ポイント 

ＥＣＯ２セミナーへの参加 １事業者につき１，０００ポイント 

登録事業者間で共同申込した場合、 

２，０００ポイント 

柏崎市リサイクル協力店の認定 ２０，０００ポイント 

清掃活動等への参加 １，０００ポイント（これに、参加職員数に１００

を乗じたポイントを加え、合わせて１０，０００ポ

イントを上限とする。） 

ノーマイカーウイーク又はエコドライ

ブモニターへの参加（年２回開催） 

７，５００ポイント（これに、ノーマイカーウイー

ク参加職員数に５０を乗じたポイントと、エコドラ

イブモニター参加職員数に２５を乗じたポイントを

加え、合わせて３０，０００ポイントを上限とす

る。）。さらに、ノーマイカーウイークに同一年度

で２回連続参加の場合は、２，５００ポイントを加

える。 

エコドライブモニターのみの参加の場合は、３，０

００ポイント（これに、参加職員数に２５を乗じた

ポイントを加え、合わせて１０，０００ポイントを

上限とする。）。 

緑のカーテンプロジェクトへの参加 ５，０００ポイント 



 

エコドライブ講習会の開催 １回の開催につき５，０００ポイント（これに、参

加職員数に１００を乗じたポイントを加え、合わせ

て２０，０００ポイントを上限とする。） 

登録事業者間で共同実施した場合、１０，０００ポ

イント（これに、参加職員数に１００を乗じたポイ

ントを加え、合わせて２０，０００ポイントを上限

とする。） 

市民節電所モニター事業 ５，０００ポイント（これに、電気については１ｋ

Ｗｈの節電につき２５を乗じたポイント、都市ガス

については１ｍ３の削減につき１００を乗じたポイ

ントを加え、合わせて２５，０００ポイントを上限

とする。） 

再生可能エネルギーによる発電電力量 １ｋＷｈの発電につき３を乗じたポイント（３０，

０００ポイントを上限とする。） 

環境社会検定試験（エコ検定）の取得 取得者１人につき３，０００ポイント 

環境マネジメントシステムの報告 環境マネジメントシステムによる報告書５，０００

ポイント 

環境活動の報告 登録事業者独自で実施した環境活動の報告書５，０

００ポイント 

登録事業者間で共同実施した活動がある場合、１

０，０００ポイント 

環境賞等の受賞 １０，０００ポイント 

新潟県環境推進員として認定 １人につき３０，０００ポイント 

環境リーダー養成講座受講 １人につき３，０００ポイント 

省エネ診断受診 ３，０００ポイント 

省エネ診断後設備導入 １０，０００ポイント 

ＥＣＯ２アイデアの提供 １採用につき５，０００ポイント 

別 表 第 ２ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

 項目 対象とする設備等 

再生可能エネルギー設備（太陽光等の

自然エネルギーを利用可能とする設

備） 

太陽光発電設備 

木質ペレットボイラー 

木質ペレットストーブ 

薪ストーブ（高効率高燃焼型に限る。） 

地中熱利用設備 

省エネルギー設備等（エネルギー効率

の向上又はエネルギーの転換により二

酸化炭素の排出削減に寄与する設備） 

ＣＯ２冷媒ヒートポンプ 

潜熱回収型給湯設備 

燃料電池設備 

高効率空調設備 

高効率照明設備 

電気自動車（改造電気自動車を含む。） 

電動バイク 

エネルギー監視モニター 

インバータ制御付機器（照明器具を除く。） 

省エネ型オフィス機器 

省エネ家電 

雨水タンク（雨水貯留槽） 

 備考 対象設備等ごとの要件については、市長が別に定める。 

 



 

別 表 第 ３ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

項目 対象とする消耗品等 

環境に寄与する消耗品等 

 

 

 

 

自転車（電動アシスト付を含む。） 

市内バス回数券・定期券、ＪＲ定期券 

グリーン購入法適合調達物品等 

木質ペレット 

 樹木・苗木等 

 備考 対象消耗品等ごとの要件については、市長が別に定める。 

 

 



 

 

 

別記  

第１号様式（第３条関係） 

柏崎市ＥＣＯ２プロジェクト参加登録申請書 

 

  年  月  日  

１ 事業所の名称 

ふりがな 

 

２ 代表者の役職・氏名 役職  

３ 所在地 

〒 

柏崎市 

４ 電話番号・ＦＡＸ   

５ Ｅメールアドレス  

６ ＥＣＯ２担当者の 

役職・氏名 
役職 

ふりがな 

 

７ 環境経営システム 

環境経営システムを取得していますか。  □はい   □いいえ 

→「はい」の場合、種類を選択してください。 

※下記システムを取得している場合、ポイントが付与されます。 

□ ISO14001  □ エコアクション２１ 

□ KES（ステップ２以上から）  □ エコステージ（ステージ２以上から） 

８ ＥＣＯ２プロジェク

トを何で知りました

か。 

□ＥＣＯ２事業者からの紹介 ※紹介事業者にポイントが付与されます。 

事業者名〔                  〕 

□ＥＣＯ２セミナーに参加 

□広報・ホームページ・チラシ 

□その他〔                  〕 

【その他】 

・ いただいた情報は、本事業に関わる業務以外には利用いたしません。 

・ 後日郵送で参加登録証を送付します。参加登録したことにより５,０００ポイントが付与さ

れます。 

・ 今後の各種案内は、いただいたＥメールアドレス宛てにお送りします。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第２号様式（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

柏柏崎崎市市 EECCOO２２ププロロジジェェククトト  

参参  加加  登登  録録  証証  
 

 

登録番号         号 

 

 

登録事業者   

        

 

 上記事業者は、柏崎市 ECO２プロジェクトの登録事業者であることを

証します。 

 

 

登録日     年  月  日 

 

 

柏崎市長  

  

印 



 

 

 

第３号様式（第４条関係） 

柏崎市ＥＣＯ２ポイント譲渡届出書 

 

  年  月  日  

 柏崎市長 様 

（申請者）住  所 〒              

 

      事業者名                  

  代表者名                 

担当者名               

                          電話番号               

 

 柏崎市ＥＣＯ２ポイントの譲渡を下記のとおり届け出ます。 

記 

１ ポイントを譲渡する登録事業者 

⑴ 事業者名              （登録番号         ） 

⑵ 現在のポイント  ポイント 

⑶ 譲渡するポイント  ポイント 

⑷ 譲渡後のポイント ⑵－⑶         ポイント 

 

２ ポイントの譲渡を受ける登録事業者 

⑴ 事業者名                 （登録番号         ） 

⑵ 代表者名    

⑶ 住所・電話番号 
〒 

電話番号 

⑷ 担当者名  

⑸ 現在のポイント  ポイント 

⑹ 譲渡後のポイント  ポイント 

 

 

 



 

 

 

第４号様式（第６条関係） 

柏崎市ＥＣＯ２プロジェクト補助金交付申請書兼実績報告書 

 

年  月  日  

 柏崎市長 様 

 （申請者）住  所 〒             

               

事業者名               

代表者名               

  

下記のとおりＥＣＯ２プロジェクト補助金対象物品を購入したので、関係書類を添えて申請し

ます。 

記 

 

１ 補助金申請額                 円  （カ）×1円 

 

２ 補助対象経費 

 

３ ＥＣＯ２ポイント 

項 目 ポイント  

所有ＥＣＯ２ポイント  （オ） 

申請ＥＣＯ２ポイント  （カ） 

 

４ 補助金対象物品の内容（実績報告） 

対象物品の種類 □新規設備購入  □設備更新  □消耗品等購入 

対象物品名  

使用先施設  

使用先住所  

 

 

経費区分 金額(円)  

対象物品購入費  （ア） 

対象物品購入に係る経費（運搬費・据付費等）  （イ） 

他の補助金  （ウ） 

合 計 （ア）＋（イ）―（ウ）  （エ） 

（消費税及び地方消費税に相当する額を除く。） 

（エ）又は（オ）のいずれか 

小さい方の上限を超えないこと 



 

 

 

５ 補助金の振込先 

本人口座名義（カタカナ）  

金融機関名  支店（出張所）名  

預金種類 □普通 □当座 口座番号  

 

６ 柏崎市暴力団排除条例に基づく誓約 

□ 以下について誓約します。（□にレ点を記入して下さい。） 

・補助金を暴力団の活動に使用しません。 

・補助金の交付対象事業により、暴力団に対し利益供与することはありません。 

・上記に反する場合は、この申請を却下され、補助金の決定を取り消され、交付を受けた補

助金を返還することを承諾します。 

 

７ 補助金対象物品に関する誓約（個人事業主のみ） 

□ 以下について誓約します。（□にレ点を記入して下さい。） 

・対象物品は、事業にのみ使用します。 

・上記に反する場合は、この申請を却下され、補助金の決定を取り消され、交付を受けた補

助金を返還することを承諾します。 

 

 ＜添付書類＞ 

  １ 購入した対象物品の領収書の写し 

２ 購入した対象物品の写真 

３ 購入した対象物品の内容が分かるカタログ等の資料 

４ 市税完納証明書（発行から３か月以内のもの） 

５ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第５号様式（第６条関係） 

 

 

第     号   

年  月  日   

         様 

柏崎市長        印   

 

柏崎市ＥＣＯ２プロジェクト補助金交付決定通知書兼確定通知書 

 

      年  月  日付けで交付申請兼実績報告のあった事業に対する補助金について、

下記のとおり交付することを決定し、補助金の額を確定したので、通知します。 

記 

 １ 交付決定額   金          円 

 ２ 交 付 済 額        金          円 

 ３ 確 定 額   金          円 

 

 

 



「ＥＣＯ２ポイント」対象設備の要件一覧表（令和４（２０２２）年４月１日～）

潜熱回収型給湯設備
（エコジョーズ、エコフィール）

・トップランナー基準を達成（省エネ基準達成率100％以上）しているこ
と

燃料電池設備
（エネファーム）

・定格運転時の発電出力が0.5キロワット以上であること
・総合効率（低くらい発熱量基準）が80%以上であること
・燃料電池の排熱を利用する50リットル以上の貯湯タンクを有している
こと

省エネルギー設備等
（エネルギー効率の向上またはエネルギーの転換により、既設の設備と比較して二酸化炭素の排出削

減に寄与する設備）

＜設備の要件＞
① 設備の設置場所において、周辺環境への影響を与えないこと

② 二酸化炭素の排出削減効果があること

対象設備 設備要件

ＣＯ２冷媒ヒートポンプ
(エコキュート）

・トップランナー基準を達成（省エネ基準達成率100％以上）しているこ
と

木質ペレットボイラー

・バイオマス利用率が80％（低位発熱量）以上であること
・国内に機器メンテナンス体制が整備されていること
・バイオマス燃料の供給体制が整備されていること

木質ペレットストーブ

薪ストーブ
（高効率高燃焼型に限る）

地中熱利用設備
・柏崎市低炭素型創エネ・省エネ機器導入補助金に定める設備のう
ち、地中熱利用空調・給湯・融雪設備の区分に準じていること

太陽光発電設備
・太陽電池モジュールは、財団法人電気安全環境研究所など、中立・
公正な第三者機関による認証を受けていること

ＥＣＯ２ポイントの対象設備ごとの基準を下記のとおりとします。
設備導入のご検討の際に、本一覧表をご確認のうえ、導入してください。

再生可能エネルギー設備（太陽光等の自然エネルギーを利活用する設備）

＜設備の要件＞
　① 設備の設置場所において、周辺環境への影響を与えないこと

　② 二酸化炭素の排出削減効果があること

対象設備 設備要件



グリーン購入法適合
調達物品等

・グリーン購入法適合調達物品であることが示せる物品であること
または、エコマークが表示されている物品であること

※記載されていない設備、対象物品等については、要件を設定していません。
※その他、ご不明な点は環境課にお問い合わせください。

「ＥＣＯ２ポイント」対象設備の要件一覧表（令和４（２０２２）年４月１日～）

環境に寄与する消耗品等

対象物品等 物品等要件

自転車 ・電動アシスト付も可とする

市内バス回数券、定期券
ＪＲ定期券

・定期券の場合、行先を示すことができるものであること

高効率空調設備
・トップランナー基準を達成（省エネ基準達成率100％以上）しているこ
と

省エネ型オフィス機器
（コンピュータ、プリンタ、スキャ
ナ、ディスプレイ、複写機、ファ

クシミリ、デジタル印刷機）

・「国際エネルギースタープログラムの適合機器」であること

省エネ家電
（エアコン、照明器具、テレビ、
電子計算機、磁気ディスク装

置、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、
ストーブ、ガス調理機器、ガス
温水機器、石油温水機器、電
気便座、変圧器、ジャー炊飯
器、電子レンジ、ＤＶＤレコー

ダー、ルーティング機器、スイッ
チング機器、電気温水機器、交
流電動機、電球形ＬＥＤランプ

等）

・グリーンの省エネ性マークが表示されている設備であること

対象設備 設備要件


